
跡遺3 

内装北外郭官街の変遷A 

その相対年代を整理した。本立においては，遺構をとりさきに各区ごとの遺構をとりあげ，

" 

あげるまえに，瓦・土擦の編年を概観して，およその絶対年代をかかげ，j立椛に年代をあたえ

る備の一則とした。

ここで内政北外郭の建物の造営期を第I ～m期に大別する。抑 J J山は， i= l=•I実がまだ築地によ第l湖～節
目11羽の大別

って聞まれていないH村田，第H期は中区が築地で閉まれており，

そして第百期はι1..1区が築地の囲みをうしなった時期である。第I・節目の各期には，るII年JV],
そさらに小さなII年j剖差が指摘できる。第I期は2小j切に，t:llUWJは3小JWにわけられるので，

＊ れぞれを第I-1 j組，第I-2期等とよぴわけておく。以下，科II寺湖毎に建物の配置・特徴の細別小綿
ここでは先に相対年代を整理した際にかかげた以外の建物変迫をたどるζとにしよう。なお，

をもあわせとりあげて時期を比定することにしたb 、。

期第

まず市庭古墳前方都を磁波間II平し，民t設を組めた後整地をおこなってい部IJ切においては，
傘東西携SA486の北側一帯はとくに細かく区間することはなかった。しる。しかし卸I j割には，

あるいはその前身となった内哀の東・西外郭線を画するSA705 ・ SA8171,東・西は，かし，

それぞれ画しており， 一 つの区間を形成していたと考えられる。この区画の東施設によって，一区画形成

�！.J査地域内には検出されてい西距雌は約285m (960尺〉である。この区画の北を限る施設は，

ない。しかし，鰐nWJの北商築地と問機調査地域の北Ot1Jにある羽克の来凶道路の下に存在した
本可他tt もあり，その場合，北限施設と東西JtSA486との距離は約83mとなる。

これは部nJtJJの市町築地築成に｜祭して埋めなおSA486の北9mには東西時SD2098があり，
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られている。この際は， �：簡のm
・
限と関辿ずるかも知れなb、。

第I j切には ， この広い｜豆町のなかに建物が数械あったにすぎなし、O il112:凶半部に SB508・

SB509, 東 ＇I付11に， S.BlOOO·SB1080 ・ SB213l・井戸SE2128がある。 このうちSB1080とSB!OOO

とは重復することによって共了子しえないことは明確である。SE1080がSElOOOに先行すると考

ホ える。 また， SB 2131 は間もなくこわし， 並J也の後， ）j亡戸SE2128を設けている。こうして，

SB1080, SB2131を第［－1 j切， SBlOOO, S£2128を郎l-2期と区別できる。

第I j舗の建物のなかで， 中心的な役割をはたしたとみられるのはSBlOOOである。 この位物SB 1000は

は内裏の東・西外郭線の中央にたち， また，l玄商の北阪を制査地域に北接する東西道路位慨に 中心建物

想定すると， 南北方向についても ， 北限とJ.i！丙堺SA486とのほぼ中央にたつことになる。 な

場 お， 内装）；！｛・凶外邦線の而北 I I tilqh線は， 内兵の南北t:pil�h忠込とは一致せず， 前新は後者の悶6 lll 

にある。SBlOOOが東・西外斜線開の中軸総に�qhをあわせていることは注意すべきことである。

このほか出i 期あるいはそれに先だっ可能性をもっ迫』：，iとして京区に炉SX801がある。

第 E 期

第E期にいたって， 内東北外弱地域はIはも稔備される。いま． その中枢をなす中区からはじ

$ め， ひきつづいて西区・東l廷の変遷をたどろう。

中 区 ｜住｜周に築地（到!llli約18Qm, ft,J.lt約75m〕をめぐらし整然とした計画で建物を配し

ている。節目 ー 1却iでは ， 築地内部を 10 尺単位の方眼で地別し，これにしたがって建物を配し 10尺の方眼
士告書！と等間

ており，しかも主要建物は柱11.ll寸法を10｝＼！.等IHIとすることを特徴としている（Fig.54）。SB501 ・

Fig. 54 第ll ーI · 2則の十尺フ＇j］凶出羽j

SB585・SB960は， F有国築地から30尺へだたってたち， SB501は図面接地から20火へだたって

ホ いる。 さらにSI350IとAB586との間隔は80）心！？｛而築地にIJO < 2門（ SB489, SB575）防jの心心

距離は100尺， SB585とSB540との間隔は35）くとなっている。なお第Il-1期には1尺＝29.5凹

1尺
を基準尺にしたとみられる。 =29.5cm 

第HーI j聞においては， このようにして， S.13501 ・ SB585・SB540 が， 中央に空間地をとっ

I) 宮沢智土「τf,嫁宮の池袋4込ついて（2)J r太平11文化研究』第12:&tl-18場(1967ip) p.J l～130。
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て配列され，SB585の西側柱列の両端には訴がとりついており，」t塀：SA618はSB540に， 南堺

SA586！ま I旬耐築地にそれぞれ達して，中央の空間地をとさfしている。雨続とも大きな柱努形を
SB 501 は もち，また柱附寸法も10尺で方阪地割にのっている。これら挫物のうち，脳付建物SB501が中中心建物

心建物であって，SB585 ・ SB540 （内部に収納施設 SX541 をそなえる〉は倉Jillであろう。

ii－•区東a幹部には，倉庫とみられる長い建物SB960があり， その凶には目隠塀SJ\965がある。 本

また井戸SE2128の周回には，方形の溝 SD2126をめぐらしている。しかし中区東学部は大きな

g草地となっており， その南半には，ごみすて朋土脇（ SK2J02〕が作られ，すぐ埋められる。

いま列挙した述！�のうち， SB540を除〈建物は，市臨干1;"�1の周波そ捜めたてて造成した地盤

にたっており，条件聴く耐久性が短かったらしい。第ロ － 2J聞には，細立柱建物SB585を撤去

し，説0.lL柱建物SB2190をたて，ほかに 2 棟の礎和維物SB590 ・ SB600Aがたった。また西端近 ＊

くのSB510をとりこわして，SB523をたてている。これら抑 !1-2J聞に新しくたった建物は，

10）《β限j也割にほぼしたがってはいるものの，厳i緊伎をうしなっている。また館J-1期の建

長い基準尺ヰtとは追って，柱間寸法が10尺ではないものが多〈，またl jミ＝29.7～30.0cm等，長い基準尺

を使ったものがあらわれている。

SB585にともなう南 ・ 北の塀もはずし，その束約 20m(65尺）のところに新し〈南

を（＇pつた。この携によって中区は西半部と東半部とに明確可こ区別主れることになる。なお南北

掛から丙に塀SA631がのびてSB540にとりついている。 これら携SA630 ・ SA631は，第 Il-1

1自の1旬ti ・北堺とは巡って，柱揺形る小さく柱間寸法も短くなってb、る。

中区東半部においては， SB960 をとりこわした後，蹄（付建物SB1015がたち，様相は一変す
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立I H,, 棟方向と建物の磁頬 柱桁行llllJ1l並行� 府j行総長と訟行総長
SB489 2反凶棟 礎石建物 I （隙l"J) 3.0m 

SB501 東凶.t)R 搬立住建物 7X4 20.65XJJ.8 
SBSJO 1背，iじ＊＊. 制立柱建物 3X2 8.85x 4. 72 
SB540 3夜間際 t腹立枇建物 18x2 52.33X 5.88 
S.13575 東西↓来 礎石建物 J （練 l"J) 3.0 
S.13585 1お北 摺立柱建物 13×2 38.35x 5.9 
SB717 南北線 据立柱建物 3X3 9.0 x 7.8 
SB795 東西線 扱立柱建物 7X '? 20.65X? 
SB808 東西lli[ 施立主主建物 3X2 7.08x 4. 72 
SD960 南北事� 掘立柱建物 11 X2 32.45X 5.9 
8132225 南北線 援立柱建物 3X2 5.7× 4.2 

IL，宣n 鴎‘電・.
$S),Q 

..ョ・，，
，

r伊
Tab. 27 鍔 E ー 11拐の主要泌物 Fig. 55 初 日 ー l Jg]の泌物配!i:t



る。SE2128は存続するが， 周りの方形の鵡SD2126 はこの小JV]をもって程めている。

第日 一3期には， SB501をとりこわし， 改築によって束・西岡商に胤をつけたSB600Bがこれ

に代って中12{西学部の中心建物となる。SB2190も倣去し， SB2181をたてる。 中区東半部にお

いてはSB1015に代ってすぐ南にSB970がたち， また，rj I央北辺tこSB1 135が， 井戸の東方にSB

・ 875がたつ。なお， 鰐ll-3期に新しくたった建物は， 10火方｜恨の地割にしたがってはおらず， 西半部と東
半部の遣い

またi尺＝30.Ocm の基準尺を使ったものが多b、。そして柱の剣形が慨して小さくなっている。

卸U期における中区西半部と東学部とを比較すると． 西1三1市ではSB501・SB600 8など， 正

殿ともみられる胸付建物をあいついで作り， 広場をかこんで，f「仰とみられる長大な建物や礎

石建物を撚然と聞している。いっぽう東半部では広＜ �，日1地があき，五ll'!Jおはすくなし、。束三幹部

ホ のq�1心雄物に相当するものは， 第 u-2 WJには凶寄りにあるが， ti'HI-3 ;It.I］には中央北寄りに

移っており， 西半部における状況とは呉った状況をみるζとができる。空間地の｜旬寄りにごみ

すて穴が県•11して作られていることも特徴的である。四半剖iと対照して作業場1'1句な性絡を想定

することが山米ょう。 こうして第E却jの中区には 1 つの官街があり， 酉2詳剖I·来

街の中でそれぞれ爽．つた機能を1またしたものと考える。なお， l jl区に有：花したと＝与えられるこ

専 のr

rri盾は錦IT期をつうじて， 漸進的な変避をとげているとみられるのであって， 大きな獲備・ 漸進的変遷

改i
’Fを遺跡の上でうかがうことができなb、。 このことは， 内�北外郭地戚全体の性格・変遅を

考える上でも注意すべきことである。

“”” 

迫 ：防 擬方向と建物の儀JSi 柱桁行間
x

間
S暴

数行 おj行総長×繁行総長
l;U: 以上

58497 南北隊 擁立柱建物 5X I JJ.8 X4, 72m 
SB501 ).Ir同僚 摺立主T匙I勧 7X4 20.65X J 1.8 
SB523 南北島l[ 掘立柱建物 4X2 7.2 x 3.6 
5135,w ),1:£1!.!H東 掘立住建物 18x2 52.33x 5.88 
SB555 1む，｜ヒ似 礎記述物 9><2 26. 55 x 5. 32
SD590 T紅｜じ桃 礎石建物 :1x2 JJ. 79X 6.5 
SB600A 南北似｛ 礎石建物 6×2 20.64x G.5 
SB710 
SB7SO 
SB805 
SB815 
SB1015 
SB1085 
582190 

来的1来 抑立t:1：建物

南北事� 1!m立柱鐙物

尚二It！来 掘立柱建物
l釘jじ械 据衣料建物
東西糠 銀＼＿｛�柱建物
東西線 鍛立柱建物
I倒防長 主総立柱建物

日 .....羽

7X? J8.76X? 
以l 以ヒ
6X4· I 7. 82 x 11. 88

UI, 
5.以94

ヒ
x 5.3 2X2 

5X2 [4.85X 4.74 
8X3 24.0 x 9.0 
sx，� 10.5 x 6.0 
2Xl 5.9 x 2.95 
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西 区 西lぎには，卸I期にぞくする雄物はなく，第Hー l j拐にも南北堺SA570をみと

めるのみである。そして，錦町 ー2～皿J削を通じて建物は6練しかみとめられず，他区にくらべ

て建物の分布密度が小さ b 、。また中区にみた10尺方限地割は，illi区ではみとめられなb 、。

西区に中心 第日一 21聞にはSB555 ・ SB497の 2ti!！がたち，第Eー 3J切にはSB497をとりこわし，位挫を北
建物｛まない

に移してSB498がたつ。SB555は，総柱をもち， 9 Hfjの脱模をもっ点で合俸と考える。西区に ＊

は，建物もすくないうえ，正雌tこ相当するような中心辿�羽もみいだせないことから考えると，

西区のみが独立してl官荷を形成することはありそうもなb 、。

東 区 西区；と対照的なのは東区であって，内真東外郭築地と南北築地 SA838とによっ

て，東・酉を画するせまい空間に多くの建物が轡集している。ただし第I期にぞくする建物は

確認できなb 、。中区にみた 10尺方眼のj也割を採用していないことは，西区と問機である。 本

館 Il-1 期には北寄りの中央にSB795がたち，南半に SB717 ・ SB808がたつ。館日 一 2 期に

入ると，上記の 3 械をこわし， 4 械の建物を盤然と配列する。すなわち，東北部分にS.8730が

たち，南35尺をへだてて，その東側柱列と東必柱列とをそろえてSB710 がたつ。丙側にならぶ

SB805・SB815fま，間側柱列をそろえており，SB815は，東のSB730と南東柱列を一線上にそろ

えている。これらの建物のうちSB730のみが桁行・梁行方向ともに柱間寸法を10尺にとり，他 ホ

はいずれかに8尺・9尺等削をまじえている。乙れは東区の面的がせまい乙とと関連するかも

しれな b 、。なお， S.8815をたてるに先だって，土域SK820を抑り，そしてすぐに埋めている。
京区の建物 第E ー 3 期4こは， 第日－ 2期の建物をすべてとりこわし， 新しく小説棋な建物SB765 ・ SB
密度は高い

708をたてている。京阪は，一部を部j査したにすぎないが， 建物の宅街肢はjl'./j ＜，小1時期係にす

沼 紛
SB498 

SB523 

SB540 

SB555 

SB590 

S.8600B

SB708

SB765

S.8875

SB930

SB1135

SB2181

g，、＂＂

s・翌易

nu
山

桜）ii品lと建物の径銀

東北山 j},jj五lH：建物
南北錫！ 挺立住建物
E夜間tit 掘立柱建物
街北側 礎イ1ili物
南北初日 礎石組物
南北側 礎イなlt1w
東R�釧！ 縮、＇（.相：�物
東西.J;l1 銀 ＂－住建物
南北側（ 礎石雄物
3花悩似l 掘五l:l'l:泌物
東磁隊 編立柱鐙物
南北制｛ 礎rim物

SA 
�＝国Z

柱
m

行間J悶梁数行 街行総長x 梁行総長
5×2 12.0 x 4.8m 

4X2 7.2 x 3.6 

!8X2 52.SSx 5.88

9x2 26.55x 5.32

3X2 Jl.79x 6.5

6X4 19.5 x J3.0

5x? 11. 9× ？
5x3 IJ.85X 7.35

3X2 5.85X 3.9
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Tab. 29 t信 0-3 郊の主要建物 Fig. 57 第 D-3 期の建物配管
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在したことをおもわせるのである。

第四期

勺かりたてなおしていること也特置的である，このように，京区仁は 'I~IKとは典った官衡が所東区 中区
lま別の官衡

中区を凶んでいた築地が出された。しかしこの時期に作った構が，築地に泊っていることか

・ら，築地の出跡が残っていた可能性はある。市北塀SA630(，撤去し ， その車20m~こ新しく íÝì北

~lSA950を設け， こ れによって中区は依然として東・ 剖にわかれている。また，京区の凹を眠

る築地SA838は，なお存続していたと考える。

第回目lにおける内裏北外郭地域の珪物は，西方 ・中央 ・草刈の3務に分けら札，各群とも中 西 中東
の3建物群

U控物以下監槻から成り，またいずれも井戸をともなフ空間地をもつことを特徴としてい否。

・ まず酉方建物岬は，固区のS13520・Ss55Cと，中区西端の88502・Ss515から成っており，草地

をかこんで一群を会し亡も唱。このフちJ/!ntきのSs502が中心建物であろう。 Ss520は内部に

収納施設SX521をそなえ，倉庫とみられる。なお乙のllN刷ま， t主に耳l・市両面に聞をつけてお

り，また身舎の一部に礎布告抑入してL唱。井戸SEU78はこの時則まで世川したと考えたL、。

中央建物群は，中区西学部にあり ，Ss1055・SB2170・802140・S13845を，弁戸SE2128を中

. ，(..として広い空間地町周聞に配している。胤I付き SB1055が中心建物であろう。なお，'1'央建

物群にともなう碑SD890は斜行の後，市析し，さらに方向を変えて凶に航れており，問コ行出

物群の瀞SD536もこれに合している。

東方建物鮮は東区にあり ，酬をもっSB780の東 ・回同協に小建物SB750・Ss818を世〈。

以上かかげたように措IllI聞の建物は，部u朋の官面的性絡を脱していることをおもわせる。 官衛的住絡
逸脱の傾向

i自 l持 悦)jlo.Jと雄物の曲ui 住利行間x間1s数行

58502 南北僚 掘立柱建物 5x4 

58515 南北棟 姻';L柱建物 2 '1 

Ss520 }/l凶倒{ 鋼玉乙柱 li!:!石ill物 6" 
58550 耳I凶楳 樹立住建物 3x3 

58750 耐~t棟 樹立住建物 1.1 

587.田 東西棟 拠立住建物 6.' 

5s818 樹立怜建物 1.1 

5s845 I河北棟 倒立住建物 5x2 

5sI055 市北棟 {程立住雄物 7x3 

5B2140 東西側 姻立住雄物 3'2 

5112170 東西棟 』担立柱建物 5.2 

E22ロ
U .-巨百H 叫

"糊

口
問 ι
口
叩 ヨー伺回

制J行総長x梁行総長

15.0 x 13.5m 

5.6 )( 3.9 

17.1 x 9.0 

7.2 x 6.3 

3.6 x 2.6 

15叫 .10目

2.65x 2.65 

10.5 x 5，1 

13.69x 7.43 

6.63x 4.72 

11.85x 4判

一一.. ・ー・ + 一一一一ー一一一一一一一一ー一一一一一一、

Tah. 30 t古田WJの主要雄物 Fig.58 t411J1lJの建物配殴
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B 内裏北外郭官街の絶対年代

内裏北外郭地域の変遷を概観したいま ， 第l～IJIJU]に年代をあたえるにあたって，本制査地

域と街接にかかわる第 2 次内裏地域の変遷・年代を瞥見しておこう。

第 1 → 2 次 さきに，，；：＿.；域ヰ1:9去に和銅自I］述の「第l i火内奥J・「錦i次i初R'.院」が存在し，これがのちに束
移獲の懇定

寄りのところに移札 「第 2 次内裏」・I tr, 2 次朝堂院Jが造営されたと想定し，天平来年以降本

に移建した可能性を考えた。

しかしその後，調査研究の進行にともなって，内東・靭j笠院の泣選にかんする解釈にも変化

「第 2 次内を生じてきた。まず先に指摘したように，軒瓦の年代観をあらためることによって，f第 2 次内
産」の造営
年代 袈Jの造営側は天平元if以降にはさがりえず，むしろ神間（724）年の邸戸即位を目傑

とした養老 5 (721）年ζろに始まる造営となる可能性を考えるにいたっている。また，築地回 ＊

胞でかこまれた「第 2 次内袈」に先行して，ほほl寸位置に掘v.柱堺によって方形にかこんだ施

設が存在したことが別らかtこなった：今回検出した刺槻486は，そのJじ凶部分tこ

ない。いつぽう，第 1 次内以地域には，奈良時代初めにさかのぼる内裏相当の建物配置はみと

められず，大槌般相当の鋭肢をもっ抱担建物が存（£することが判明した。この結果，�l 2 次内

袈地域における抑立柱桝の閉みの中に，和銅創建の内裂が存在した可能性も考えられるように本

伝ってきた。さらに，第i次内裏地域には ， 奈良nlr代末ないし平・安時代初めにぞくする，内裏

あるいは311·城上皇御在所相当規模の建物配置を確認した。乙のようにして，平成宮の内製・朝

1h院変遷の実的は，従米よりもかなり別自になってきている。しかし現花それを総合的に把握

するまでにはいたっておらず検討は進行中である。 したがって現状では，「第 1 次内真J.「第

地主主の仮称 1 次朝堂院J・｜釦 2 次内兵」・「第 2次ゆl堂防Jを，地域をあらわす仮称として使用し統りるこ ＊

とにしたし、。

内衷北外郭地域｛ま，大鵬臓の所在を想定した地域の東tこ接し，そして第2次内裏地域の北に

隣接するところに位躍する。そしてrl I 区にめぐらした築地と，rtr! 2次内説」築地問廊との位置

関係は，内災北外部地域が内裂とより後後々凶係をもった蓋然性を示唆する。中区の築地内に

10尺)j限地割にしたがって技然と建物を配した第日期が，築地阿廊にかこまれた「第 2 次内裏」＊

のll!j，却lに相当することはまず凝いがなし、。この時JV]の同地域の’必：接な凶辿を災証するのは阿地
域に共通するf.f瓦の組み合せである。6311 A • B 6304-666-! D • Fの組が，同地域と内誕京外郭

J也j成とにおける出土軒瓦を代表し，大限l敵地域において6133A ～ 0 -6732A • C の組み合せが

北外郭と 代表的な軒瓦をなしていることと対照的であることはすでに指摘したとおりである。内製北外
「第 2 次内

事（J 郭J也践が，第 2 次内築地域および内Z従来外邦地域とほぼ同じ頃に大観模に造営されたことは確本

I) 『＇￥減宮報告・ 11.! pp. Ill 

2) 店長原武13’麻呂が向年 9 月に造宮卿に任ぜられ
ているのは，この造蛍に係るものと考える er ，.�
!VJ資料°＂ J.胡J2 解説PP· l)o 

3〕 附都主主:rz . ff1基g忠彦「'f·J�＇�跡・1燦u？：宵跡の
発術調査」銚定都i i火内誕〈封m次剥n）『イド総
1972J pp. 26，吉田恵二・岡本来三「王子城宮跡
とその周辺の発擁誇査」般定第l �内議・大阪
倣区域の詩型！：（第75 ・77次調査〉 『王手話il973J
PP· 18 

4) 阿部・申梨「平減宮跡. 1藤原宮跡 の 発抑制
:tcJ くがI鈎） p.3十』350 阿部議平f平総,gの内
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'!)J・，，，，富. pq宮古5・J I研究論集H』（元号以11·1立文
化Mlvf究所得七級ti122fllh 1974年） pp. 690 古本
長二郎・JII越俊一 －高額五」「乎主主宮跡と玉F妹
京総の発掬！沼dii:J推定第 2 次内宴後宮（UPS次
北調査〉『1J!侮1975』 pp. )lo 阿部が区間の規模
を東西600尺（J77m），南北 661 尺（ 195m 〕と
考えたのに対して，宮本はl"l1菌に時Wit患をみと
め．まず印O尺4方の方形区画があり，後に南
にずれて東西600尺・南北630尺の区凶に変った
と考えている。

5) 吉田・附本「lp－主主宮跡とその周辺の海銀関査」
〈前路） p,24でCJ砲とよんでいる。



実現してよいであろフ。

平嫌官の主主13な軒瓦は，軒丸瓦 ー軒平瓦を 組としてデザインし製作したものであるロこれ

は随時ではなし大規侠な造営計画の 環として踊しく盟扮したものに違いなも、。第 21><内裂

地域 ・内耳北外郭地埴 ・向型車外郭地域に共通する6311八 B， 6304-6664 D • Fの剖み合せ

・は，神厄元(724)1F-の~武天皇即位を目標とした新世 ー 改造に惜して新たにデザイ γ製1'1 され

たものと考える。 ζの造営は，養老5(万円年ころから開始されており.m武即位後もひきつ
づいておはわれたようである:巾闘1怖の:l:.!IJlSK2102 -(-11¥土した木材馳)1，，)1fiI文仰

木間 ・ 大];):の愉庄 ・ 木材H は，己う して繰拙的におこなわれた池宮工I!~に係るものであって ，

皿金Aill上文;!I木町の紀句である神地6(729)作は，その造官年代の一点をしめ切ものといえ

ホょう。このようにして，話II)911ま，築地但廊にかこまれた 1-;存2次内泌」の時則に相当o.義 第E期の
絶対年代

老 5(721)年ごろから後良時代末にいたる剖余午!日1を占めるであろう。前日l闘は3小刻に分け

ている。 ζの60余11:-J日lをほぼ201手前世に叫りつけ，改作の機会を年出 iにもとめると，出ll-

21明は天平17(745)年に型武天皇が恭仁 ・:f.マ写楽 ・短波を慌てl1.ititlした障に拍まる造営，揖11 第E期3小
期絶対隼代

-3捌は天平宝字 5(761)年の詔にみえる改nとそれぞれ係るものとも考えられよフ。
事 内耳Jヒタト弱地域とt(J21><内裏地域とのも管按'.関連をirrmし1 岡地域。、造営の悶H:をともにし
たとする与えにたち， I ~.記のように第 " J~Iの 1f. f~ を J七両することによって. fi11則盟国則!の

年代はおのずから決定する。

自，11JUIは. ~12 次内現地域に方形。こ掛立柱塀をめくらした施間(内裂か竹が存了仁した時期に 第 I 期の
絶対年代

相判し，平止占遺留を開始した和制元(珊〉年ころから習を老5開 1){Iころにいたる10余年間

掌を占めるであろう。

描IIJJ聞はj 部2次内爽地域が内裏の闘能をうしなった時期に対応し，いちおう，平城上島町 第四 期の
絶対年代

'1代，すなわち大川 4(加の 年ζろから王長元(t124)年ころまでに相当するであろう o ，こだ

し，この場作には節目1mと第四期との問に20)民年間の自由をみとめ否ことにな名。

以kにかかげた年代艇を表示し， 克 ・土保の隔年と対比し，また大腕軸地域の編年にもちい

・た世世J闘名と対附しておく (Tab.31)。軒瓦編年の時期区分は，浩世J聞に対応するものとして

設置したものであるのに対して，土縛の:'t::j ~tふその級車同T代の i 点ないしあ否即'11日lのみをし

めしているにすぎないことは先述したとおりである。しかし，それにもかかわらず瓦土禄の

副午には，およその対応をみとめることもできる。大臨職地紙の編'1との対闘によって明らか

なように，部u-}期士事，同ーの表記桂をとりながら，しめす年代には眠いちがいを生じてい
. る。したがって以下の記述においては，大臨戦地域その他の地繊の造営捌をしめす場合におい

てι，すへて内高北外潟地域の造営l例名におきなおすことにしておきたb、。

ζこで内出北外報地域の互理を，土糠瓦の:'1代と対比し令がらいま一位ふりかえり，若干 土盤友の

年代と対比
の補足も加えてお ζ ヲ。中~東学郊の井戸SE2128からは平Jlk';~V [] の土特畑、 11\土しており ， ょ

のJI戸の年代の下限が子安時代に下ることをしめしている。しかしこの井戸の則聞をめくる方

$加の昨502126には.n主計 I のオ ~~と数多くの藤即、別式軒瓦が才'F(Eす õ ことから，井戸白{小

は部 1J別にさかのぼる ものと盟解した。 502126のげ』の下聞はヤ掛町IIJでああ。したがって第 I 期

6) rW~J資料川正樹 2 解絞〈前褐) pp. 1 
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平成宮瓦 － 土保 ・ 内実：lヒ外郭泌物編11'-の対照Tab. 31 

乙の蹄は鰐 n-21明をもって終ったものと想定できる。
』

、ーすぐに埋めている。urn- 1 J聞には， 中区東半部南半にごみすて穴（SK2102）を作り，第Il-1期

れは第H ー 1期の造営に採るごみをすてたものであって， 再主あげてきたように，事I•亀（729)

6年紀年の扉金具進上文書， 木材進上文努など造営にかんする木簡や， 大哉の檎皮・木材を庭

楽している。 そしてこの時期の造営に使用した軒瓦6311八· B-66640 • F, 6313 ・ 6314一師 事

66・6685， および7・波宮Eの土器を埋めている。

そのおi抜耳史r-11灰問主幹部のSB501のお：摘形埋土からは，.，y:城宮I Cあか、はヤ峨宮H也、〉の土器時，

この辿物がtil11-1Wlから始まり第 B ーり穴からは平城宮町の土棉がそれぞれ出土しており ，

2 ;l閉まで秘くとする解釈をさ主えている。
＊ 東区では天平末年ころSK.820， 中区:m主幹部ではSK2101をそれぞれ作り，tn11-2JUJには ，第Il-2｝切

すぐに填めている。 ともに平城宮湿の土器を包含する。

平城宮Vで中区西2幹部の井戸SE.2278のよ慌がある。抑圧ー 3 J聞に係る土鼎資料としては，第Il-3期

ある。中｜ズ3主主幹部の土騎SK870およびそれに街接する土峨SK869 （ともに土器禁は平域？ぎりが，

この建物の存在を定；よれをかこむような形をとっていることは，SB875の束と南とに接して，
＊ 4長良時代終SK.870出土の「内裏盛所」品百土器の存在は，なお，識したものかも知れなb、。

りころまでこの地域が官街の一画をなしていたことをしめず資料である。

錦町JUIについてみると， 中央・東方の丙建物若手にぞくする令井戸から子抜符vuの土2告が出土期第盟

している。井戸SE.2278の土器は王子城宮Vであるが， 弁戸さらいせずに使用しつづけたものと

考・え ， 問点越物事手に所属するものと理解した。西方 ・ 1j:t夫両組物群に係る部SD890 ・ SD536・
理完SD187の上昔話は， いずれも平以官Vである。 このように， 手キ井戸・令怖の土紛が平披7ヰVにぞ20数年間の

空白がある
そして平披宮Wの土号誌をもっ遺椛が本調子E地域にみとめられない..：］五突は ， 第くしている引央 ，

IlJJJ］の米 ， すなわちヲ奈良時：代末以降， 平城上患の年代までの20敬イ｜ミ｜討し内裏北外郭.It!』域が放楽

され， 使用されていなかった可能性を示唆するものといえよう。
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平安宮内裏北方の官街C 

平波宮内型北外郭地績の性総を考えるにあたって，平宜宮における内裏北方の性織を倹討す

るζとにしたb、。平城宵 ・平安宮の盟物配世十こ多くの相j量点がある ζとは，すでによく知られ

すべて10世紀叫昨のものであるから，ている。その上.'r官官円建物についての文献問料は，、
ζれらの前料の検討成畢に多く を則持することは出来なb、。しかし，平城7Jf内田北外郭地域に* 

この地械の性的をみえる 1，で一助となろヲ。その検討は，l到する文献が皆無である現拍 ，

平安官建物
配置の資料

内裂と中盤

九灸家本 『証耳式』官l成国(以下!九条家本図と町出)・陽明Jxli'i吉岡 『1ml減問J(加明文版本lヨ

" と略記〉干の古図をみると， 西から買に闇林Vi・桂芳tJj・華ク7
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『和名!ti泌妙jは仙勢幼が都労紡の東と"記.2) 『平成官報告!ll.lPP鉛， PL. 20~23o 



坊の三坊がなら♂内喪の西には，中和院が， そして中和院の北，三坊の百には内膳司 ・ 采女

司がある。内耳および， 三坊・中和院・内臨司・采女司の全体は，方形の�問を占めており，

内裏を中心とする l 1，枢部分として周辺とは払った地域を形成している。ここで控目されるのは

中 質 文献にみる「中Ill Iの認である「束？？？，軽JJRに依りて桂芳坊に出ず云h 此れ， 1,:m也，事内裏

と向じ云 h J （『河�.ru &s）によって，桂芳坊が「中ifUであって，内奥と｜寸守，にみなされて ネ

いたことがわかる。また，勧修寺家旧政古凶の大内実図tこは， 蘭林坊の問所に，r I j rif{皇居J

という墨；r�がある。その他の文献からも，＝さi,}jが，， ti立とよぱねたことは切らかである。

ところで，内?M ・2訪・中和院・内膳司・采！；：河を包括する地域は，全体で方形をなし，そ

の周辺とは典った「，，相官I）分を形成している。その東半部（｜付裂と三坊〉と西土幹部〈小別院 ・ 内1許可

・釆女司〉との問に！::I: ， とくに隔はなb 、。 n合芥抄』によると，この全域を閤むffi.の，京商にひ ホ

らく建春門iま，「左衛門陣ム 西面にひらく立駄門が p 「右衛門陣」とそれぞれよばれるのに対

応しており，この区域全体が，ひとつのまとまった空間として理解されていたこたことをしめ

している。そこで， ここでは，「中電」の語を， 1J-191・三幼・中和院・内脱司・采£（·，；JIをとり

囲む範聞として使うことにしたb、。

ii 閥林紡・桂芳坊・諜芳坊 場g

商事�・按芳・2伝労の三訪が，このような雅名でよばれるようになったのは，おそらく弘仁9

年（818) 4 月民民の，「殿聞及び諸門之号を改」（：日本紀W.i』〉めて以後のことであろう。なお，
房 と 幼 『和名類褒抄Jは，三坊を居処部居宅類でかかげ，r11JJ宇をつかって説明しており，f坊JIま

別に教業幼以下陶化訪までの，京内のfまちJの意味にあてている。したがって云坊は，本来

正しくは房名でよばれたとおもわれる。事実，後掲の文f獄中にも「房Jをj山、ているものがあ ネ

る。しかし乙こでは，悦例にしたがって「坊Jを使用する。以下，三坊がb、かなる機能を果し

たかを，諸文献によって検討する。

蘭林坊 削｜本坊は，l勾�北門である玄湖II勺から抑jτ]7.門にむかう遣の， 西側の区回全体を

占めており，さ妨，1 ’M.も大きb、。東商の市・北fこーてl”jを附いている。陽明文庫本・九条家本両岡

ともに， 東西僚の小心強物を画き，後者ーには「或J本にて7間2面とあることを付記している。 傘

御 書 E野 『和名抄』は，蘭休坊を「式乾門内の東に在り，今分れて御占所と為す是也lとしており，蘭

林坊の一部分 が， いつの頃からか 御書所として使われるようになっていたことをしめしてい

る。『般謄』嘉承2 (1107）年間10月2onの記 ’I�に，放院の御害等を蘭林の御蔵に収めたとある

のは，J－.記の御：！Mrにかかわるものであろう。間林山にかんする記録を主らにXiうと，『長秋

記』天永 4 (l J 13）午 3 月 14 日糸には，f闘祢坊の御蔵を穿ちて御物をJlxる去 A 」とあり，『玉諜』ホ

鶴trの収納寿永2 (1183）年 8 月201::1条には，「御僑子多〈蘭祢wに在り，是れ大嘗会之時の御物也jと記

されている。このように平安時代中・末期には，削林!Jiの中に�庫があったり儀式j刊の御物を

おさめる裁があったことがわかる。いずれにせよ，I瑚林坊は，皇居に準ずるものとみなZきれ，

宅待感や符廷の調度額を収納する倉庫がおかれた一郭であった。

桂予言坊 1'長芳防は，さな絢l門からffffj平門に向う迫の，東側の区闘の西部を出めており，道をホ

へだてて悶林！Uに相対している。三�j中，羽�2のメ；きさである。西面の市・北に2門を聞き，
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このうち南の門は「平門」とよばれている。陽明文陣本・九条軍本『延n式』ともに東問機の
中心建物を画き，邑者には，七間二田の付記がある。これは三時の建物の中で世も大きし、。な

お，rj] 心建物の北には， これより坦棋の小さ ~，w函棟建物を怖いている。

持芳坊についての記載は，平安時代のF1Ji:!・記躍にしばしばみえる。初見史料は版原忠平

・の日記『点目公記』の，証民 4(926)年 4n 16n条である。この日，左大臣忠平町峠で，当時
rj''Mであった臨原組子は，JI[1守(1'i.fljJ稼主，後の分J出天単〕をつれて，11¥障のために飛容伶から

持芳肪にうつったといヲロ組子は6月2n，ここで成切l親王，町ちの村i天日を生んでいる。 中宮の出産

村上が続芳坊で生れたことは，r口本世紀』のほか，r本朝阜胤紹運録』も特記している。皇后
とはも、え臣滞日i身の紹子治、，内田ではないにせよ 「中宜のI;U!Uといわれる担労訪で11:¥躍した

・ ことは異倒のlJHAであったようである。止l平は，以佳太油大I11になってからも，しばしば純芳

Vi<<直雌〈宿所〕として使うことになる(同年5Jl13R以降)01(i所としたばかりでなし忠平は ζ 大臣の宿所

こで'IT奏をヲけた。また ， 本来， 宜蹴障の~所でおこなっていた担位 ・ 除 11 の瞳をここで行な

ってい否 (r)1町公記』天成元年12月13日， fi王制附紀j同同条)。

.'~t予が桂芳訪に制したことは， r貞信公記』に以桂しばしばみえる。しかし，主鹿 3(940)年

• 3月21nを最怯として，その世，ここを刷所として利用する記事はみられなも、。それだけでは

な(，挫が宇f内の他の場所を計i所とした記引もなも、。年老いて言宗内の機会もす くな〈 なり，'pf

内に宿泊しな〈なったためと考えられる。 '点日公記』は忠平が死白 1年前〈天肘2年6}]2Hl)

に 「桂芳妨を斑所と為す司き事」を記している。忠平がほとんど桂芳坊を刺mしな〈なってい 楽 街

たこの時朋にいた勺て，こζを揮所とする ζとになっにのである。 なお 『和名穎聖抄』の枚出

・訪の現にも 「今，来7庁と為ヲ北liUとある。しかし同時すへてが当防庁となったのではなb、。忠

平町死佳約 1::-，の王師4年 (9日，)7月1lr1，tl芳幼は11太下型明盟王の耐雌にも f~われている。

忠平町子師輔の円記『九時』阿口条には，この川町事的を次のよコに説明している。

皇太子の居処は!本来，政官〈平安官の常総閣にみえる東前.tJj• jlG前幼がこれに内る)であo.しか
し託事の初め ， 阜太T官別刻王(~ょ術 村上の長兄，母も同じ田下〉が東吉正で死去した後!東'g，;t破線

・ にまかされ，幼少の息子を住まわせるよヌな状態ではな〈な勺ている.その後，延長 元居老には!内;1
後宮の凝当宿舎を皇太子の制峰にあてfこ.この場合の良太子は克明'Jl1!王(のちの朱衝天良〉と成明観王〈の

もの村上X，")で，2人li'、ずれもそのω凶子の也白後に牛れている. したがって今阿の場合のよフに，
村上天皇の-t，仰で"った安下(天徳2(958) 年目白)の腕から JUた l~J平級王の応処に通j討 するわけにはb 、
か仕い.そこで考えるに，J::;:下で中鳴に門司を紛わることは点伐の代， 京大臣勝目，j¥J.Hilにはじまってい

・ る.これ令らぱ女御の胞とはも、え立太子した級王の居処を巾lfI内にιとめる ζとになんら問題tまない.

このー且も ってまわったよう仕公卿の立且のなかに，r中前J(この場合は。間体桂芳裕芳の

三妨を指す〉の性絡が示されている。すなわち，'jlmー引は内iilとは同:rtではなも、が，中:ITi付トに
対しτは内高に格ずる施設であるとする考え方である。ただし，皇太子山平親王の居処が肱克

坊にもとめられたについては，太皇太后担子の意向が帥も、たζとは確実で，~.t.k=r- の外骨組宜

・にあたる出平以米，同坊をこの臨氏一族が山ってきたことに深〈かかわるのであろヲ。

『西宮記』には，大臣以下の刷所として 「コ ー11納古川胤，以l由，.-j也，JL岡山也」とある。 時

官可は，大内耳田中に職御叩可として内国の東方に見えるものであって，中日闘の所在すると

ころであり，職院ともよばれていた げ主代虫録』点観16(074)年2fl27日糸).r三代型録Aによ

れば，元陛 ・仁和の頃 1 太政大臣藤原諸腕は，献院を杭闘にしている。すなわち，911):紀怯サ

・における大阪の制所は，rj"'百(外にあったのである。 したがって，10j止紀に入って，忠子が持フi

坊を宿所としたのは内漢および向辺監舎のJ恥、方が変ったことをしめしており t 世閲脱原氏の
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Fig. 60 !!7·2交官隊i林坊・経芳坊・3医万幼 〈〉内の廷は九条本肉，F耳は肉明文J1t本慌のヌE己

勢力の伸張を表わしている。そして道長の時代になると， 彼の直6i.lま内哀そのものの中に賜う

ようになる〈『御盆関向記』〉。

このほか， 佐労坊についての記載として住｜｜すべきものに， 内哀が焼けたとき， 天皇が桂芳

坊へ移ったというすF突である。『日本紀略』点元元（976）年5月11日条に内誕の仁ガ殿から11:\

火したので ， 問融天単は1j1宮・皇太子とともに， �jljl門から111て桂克ー坊に避難したが， 火気が ネ

餓んになったので， 天良はさらに職御曹司に， また， 中下f・皇太子は縫殿祭に移ったとある。

出火の際の 『御堂関内記』. if' ,J、右記』によると， 長和 4 (1015) ip.11月171::l， 内裏でfll火し， q条天皇はや
避難の場所 はり桂芳幼に避嬉している。

このようにみてくると． 桂芳.t}jは， 摂関勝郎氏の砲戚として使用された時期もあったが， そ

れはむしろ特例であって， 内裏内の殿舎が火災・造器等で使用不可能になった際などに天皇が ＊

移御する子。ili1'1tJな御殿のある一郭であったとみられる。

華芳坊 1i正JJ＇坊は玄陣門から朔平門に向うi自の， 東側区画の東端， すなわち桂�）＇j坊の東

隣りにあり， 三訪中最も小さb、。南北に良い区成を占めており，陽明文J市・A互民家本両国とも

に， 南北棟の中心組物を画き， 後者には，「或」本に5問4聞とあることを付記してb 、る。陽

明文庫本問には「稽芳tliJとは記入せず宜主白のままになっている。九条家本閃には，「筆芳坊J 宇

御 鑓 殿 の文字がみえ，「或いは御極殿Jとあり， 御樋搬という別称があったことをしめすが， これと

は別に， 陽明文町本・九条家本の而岡には， 市）'J坊の東南に接して， 小さく「御樋殿（廊〕」

を画いている。

女竪町 『西宮記』C（.；八所／djのには， 室長芳妨に！；.・�'tlf.mrあり，と記されており， ζこが内実に仕える女

堕のひかえる場所でもあったことがわかる。

いまかかげてきた二三幼に関する史料は年｛史的に相があり， 同 一時期における主訪の使われ方

はなお定かではなむ、。しかし蘭一体 坊以下の三幼は， 一時的な御在所あるいはW•ll・女揺l!IJとい

うように内哀の背後にあって予備的空間としての投書IJをはたしているといえよう。

中 和 院 中重の1j1には ， 二三坊のほかに， 中和院・内桝司・采女司がある。巾手ti院には， 利FJ＼＇.をおこな

＊ 

う場所をもふくみ ， 後2者は ， 食事・身のまわりなど， 天皇の日々の世話・をおこなう人々がつ キ

める場所である。内現に近接して， これらが存殺することは容易に理FYi'.することができる。
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iii 巾霊外の官筒

今回の路線調査地峻のl’I:絡を考える時， 平1c下f中.illの官司・施設をとりあげるのみでは， 充

分とはいえまb 、。 ここで中•I!外， すなわち中前向辺の官街・施設をー符しておこう。なお，

「1-j.J illタト」とし 、 う表混は ， 『日本来日日行』（後jf.'i G ）点元元（976）年 5 刀 11 n 条の内裏火災につい 中 重 外

水 ての記ii如こ，「中重外合比不純」とみえるものである。

中」五の東方には，」tから梨本， 職御曹司，タト記・釜所等のある侍従所一郭， 東・西rllJ.!;}jがあ 中重の東方

る。梨本は仁明天皇時の御所，i銭御曹司は’1··1；，；職の御曹司であり， 東・西前坊は東宮すなわち

皇太子の居処である。中illの北方には， ＊からむ創設寮・内蔵主c・j;t明11,fがならんでいる。縫殴

寮は， J�taほか女官の考品および統結をおこなう。内政寮は，fA経11mの諸物資を管帖する官街

＊ であり， 柿部寮は抑i徐・投世に IYJ 係する役所である。 このほか中恨の両方には， 北に陪｜』� ， 中霊の西方

南
・

に造酒司， その西に内匠寮が配されている。

iv 官街位置の比較

511·�官で， どの官街がどこに位置したかは， まだよくわかっていなu、。しかし現状で制定で

きる限りで， 平城. 'f-友二宮における内袋店j辺の
’
i'＼

＇

街位置を比べてみよう。まず両官で所庄の

本 位位が迎っていたとみるべきものとして，民・内行・大膳織がある。平械符の宮内省は， 内裏束 平域・平安

方に位位したことが健史却できる。内実京大塩の東方2om を市流する京大鰐 SD270.0 からは，

宮内省に凶適する記Iほのめる木簡・�占土紛が多数/-II土しており， その年代か女平l掛宝から奈

五l�におよんでいることから， 官内約はおそくも天王 ｜ι ！蹄'.37.ζろ以＊－·目して， 内裏束力にあっ
3〕

たと考えてよt、。 乙れに対して， 平交官の宮内省1:1:·，宮城南ー半東方にllliITしており， 王子城’出・の宮

本 内省の所在位置とはかなり違っている。

宮の宮内省

平城山大勝職は，'A
’

中火の北）5に存化したと，eえている。しかし， 平安宮大}I苦職は，’広J或l旬
．

平媛・平安
宮の大勝戦

半東方の， f守

が内L誌北方に所在したことが半ljりlしたが， 言｜λ；火7』Jの9島楽主寄は， 官l成l村
、
｜モ由

‘

方に位記2している。 藤原．平安
宮の典講量寮

このように，01長原宮〉・·'I'·城宮・平安宮には， l1ij ー官街でありながら，所（E位置を異にする6の

傘 がある。しかし， だからといって， 平安宮古閑によって平滅宮古何の配置を想定することの立

義を否J.i£することはできなu、。すなわち， 官l付・，1’務両者の被管である内袋の同常的なIJ宅プ両行

司はヤ·P�宮においても， τド公,g·古図の配位にみられるよう（ふ内出周辺にあったと考えるのが

妥当であって， その点では平ヨど宮古図はやはりm袈な資料といえるだろう。

さらに， 内裏北辺の性絡を考える上で参考になるのは， 内実北門である玄持門が， 九条家本 玄輝門lまさ
女奪用の門

＊ 凶の三t！｝に，「上古 宮 ！.cri 日玄陣門に同人し， 劫有り男チ此！”jを通るを許ささfる也jとある

ことであって， それが ！；.：官1/f.川の円だったことをしめしている。 このほか ， 朔平｜”jは中呪の北

門であって， 「縫殿陣」ともよばれm合制少，11), if;遇政繋がそi：設する店｜

3) SD2700出土の木簡で，tr内省に関連する記載
がir>るものは ， 2田4 ・ 209(i・2097・2162 ・ 2174 (W, 
v k1/H上 天平勝宝 7 王手木簡伴山）， 2099(W, Ill 

m出土 天平勝宝・天平宝字木簡作出〉があり，
illtlf土骨時には ， 「口内省」 ・ ｜常｜勾天長節J c第H

官jJ

Jけ 苫12披 ’＇:k;Vの土総伴凶）がめる（『-'17·城宮木j!!j
ニ』解説pp. 14）。 1928年に作fi旨吉は SD2700

の上流部分2均所の発犯で，「口内省」・「行J·
＂$’ 方

『内婦Jとまどの以川土：！：｛，をみいだしており， これ
らが室内省内j,i}司をさすことを指摘している．
｜平城宮遺作及遺物の調査報告J『奈良県見：蹟名
勝天然記念物捌査報告J第12附 193411=-）。 こ
のうち「内帰司」引き狩土絡は ， 岸の央 iJl!l凶から
平域富Vの須恐慌杯A mとみられる。
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